
たれかべ 

  11 項区画－02 

屋外階段とその他との区画 2 

（関係条文）          

 令 112 条 11 項・令 112 条 16 項 

       

□竪穴区画の考え方 

 屋外階段 屋外階段 

 

  

                ＥＶ                    ＥＶ  

 ⑯ 

 ≧900  ≧900 

屋外廊下 屋外廊下 屋内廊下  屋外廊下 

 必要廊下幅以上 ⑪ 必要廊下幅以上 

  

 

 屋外階段 屋外階段 

 

                 ＥＶ                   ＥＶ  

    

 ⑯ 

屋外廊下  屋外廊下 屋内廊下 ⑪ 屋外廊下 

    

 ⑯ ⑪ ⑯  ⑪     ⑯ 

凡例 

屋外廊下：床面積が発生しない開放性のある廊下。または、同等以上の排煙性能

を有する廊下                    

屋内廊下：床面積が発生する廊下。ただし、上記に規定する排煙性能を有する廊

下は除く                    

屋外階段：「用語の定義-17」による 

  

 ⑪ ⑪：112 条 11 項区画 

 ：112 条 16 項区画 

 ⑯ 

：階段の部分とみなす範囲 

 

：天井より 350 以上のたれかべ 

備考 
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